
業　務　委　託　契　約　書 （案）

　委託者新潟県（以下「甲」という｡)と受託者○○○○○（以下「乙」という｡)とは、以下に定める条項により新潟県財務会計システム運用管理業務委託契約（以下「業務」という。)を締結し、信義に従い誠実にこれを履行するものとする。

（目的）
第１条　甲は、次に掲げる業務を乙に委託し、乙は、これを受託する。
(1)　業務の名称
新潟県財務会計システム運用管理業務委託
(2)　業務の内容
別紙「新潟県財務会計システム運用管理業務委託調達仕様書」のとおり
(3)　業務の実施場所
新潟市中央区新光町４番地１　新潟県庁内

（委託契約期間）
第２条　業務の委託期間（以下「委託期間」という｡)は本契約締結日から令和９年12月31日までとする。

（委託料等）
第３条　業務の委託料等（以下「委託料等」という｡)の額は、金○○○○円（うち消費税及び地方消費税○○○○円）とする。

（契約保証金）
第４条  契約保証金は、○○○○円とする。

（サービスレベル協定）
第５条  甲及び乙は、運用・保守に係るサービスレベルを定めたサービスレベル協定（以下「ＳＬＡ」という。）を、業務開始までに別途締結する。
２　ＳＬＡは、業務実績等を踏まえ、甲乙協議の上、見直すことができる。

 （権利の譲渡等の制限）
第６条　乙は、この契約に定める権利を第三者に譲渡し、又はこの契約に定める義務を第三者に引き受けさせてはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。

（再委託の制限）
第７条　乙は、業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を受けたときは、この限りでない。

（特許権等の使用）
第８条  乙は、業務の実施に当たり特許権その他第三者の権利の対象となっている方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。

（秘密の保持）
第９条　乙は、業務に関して知ることのできた情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。

（利用及び提供の制限）
第10条　乙は、甲の指示がある場合を除き、業務に関して知ることができた情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。

（複写又は複製の禁止）
第11条　乙は、業務を処理するために甲から引き渡されたドキュメント及び記録媒体（以下「データファイル」という｡)を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

（持ち出しの禁止）
第12条　乙は、データファイル（乙が複写又は複製したデータファイルを含む。以下同じ｡)を甲の承諾なしに業務の実施場所から持ち出してはならない。

（資料等の管理）
第13条　乙は、甲の管理する施設以外で業務を処理する場合、データファイルについて、施錠できる保管庫又は施錠、入退管理の可能な保管室に格納する等適正に管理しなければならない。
２　乙は、データファイルの管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け資料等の管理状況を記録しなければならない。
３　乙は、甲から要求があった場合には、前項の管理記録を甲に提出しなけれ　ばならない。

（個人情報の保護）
第14条　乙は、業務を処理するための個人情報の取扱いについては、別記１「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。

（情報セキュリティ対策）
第15条　乙は、この契約によるネットワーク、情報システム及び情報資産に関する業務を実施するに当たっては、別記２「情報セキュリティ関連業務特記事項」を遵守しなければならない。

（事業主の責任等）
第16条　乙は、業務の履行について、法律上及び財政上の事業主としてのすべての責任を負うものとする。

（業務遂行上の責任者）
第17条　乙は、委託業務に関して、甲と連絡調整を行う業務遂行上の実施責任者を定めるものとする。

（指示及び監督）
第18条　乙は、委託業務の履行に当たり、甲の指定する者と協議の上、業務を遂行するものとする。

（就業規則）
第19条　委託業務に従事する乙の技術者等の就業に関しては、乙の就業規則に従うものとする。

（指揮命令等）
第20条　乙は、乙の技術者等の業務の遂行、労働時間、企業秩序の維持・確保等に関する指示等の管理を自ら行い、業務の実施について、使用者としての労働関係法令上のすべての責任を負うものとする。


（情報処理機器等の使用）
第21条　乙は、業務を処理するために必要な甲の管理する施設及び情報処理機器を、甲の承諾があれば無償で使用することができる。ただし、使用条件については、甲の定めた運用条件等に従うものとする。

（成果物の帰属）
第22条　乙は、この契約により作成される成果物（以下「成果物」という｡)の著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第21条から第28条までに規定する権利をいう｡)を、甲に無償で譲渡するものとする。
２　乙は、甲の承諾がなければ、成果物の著作者人格権（著作権法第18条第１項、第19条第１項及び第20条第１項に規定する権利をいう。）を行使してはならない。

（作業の進行状況の報告等）
第23条　乙は、甲からの指示がある場合には、業務の進行状況について、書面等により報告しなければならない。

（実地調査等）
第24条　甲は、必要があると認めるときは、業務の実施状況について随時実地に調査し、乙に対して所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な指示をすることができる。

(成果物の提出）
第25条　乙は、甲に対し１か月（月の初日から末日までの期間をいう。）ごとに業務の成果に関する報告書（以下「成果報告書」）という。）を翌月10日までに提出するものとする。

（成果物の検査）
第26条　甲は、前条の規定により成果報告書を受理したときは、その日から起算して10日以内に業務の成果について検査を行うものとする。
２　乙は、業務の成果が前項の検査に合格しなかったときは、甲の指定する期間内にその指示に従いこれを補正しなければならない。
３　第１項の検査及び前項の補正に要する費用は、すべて乙の負担とする。
４　第１項の検査に合格したときをもって、成果物の引き渡しを完了したものとする。

（資料等の返還）
第27条　乙は、データファイルを委託期間満了までに、甲に返還しなければならない。

（記録媒体上の情報の消去）
第28条　乙は、前条の規定に関わらず、乙の保有する記録媒体上に存在する業務に係る一切の情報を委託期間満了までに、消去しなければならない。
２　前項の消去結果について、乙は、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、方法、実施日等を明示した文書で甲に報告しなければならない。

（事故発生の報告）
第29条　乙は、事故が生じたときには、速やかにその状況を書面により甲に報告しなければならない。
２　乙は、情報の漏えい、滅失、き損等の事故が発生したときは、当該情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を詳細に記載した書面により速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。

（損害賠償）
第30条　乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、第３条に定める金額を上限としてその損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。

（瑕疵担保）
第31条　成果物に瑕疵があるときは、甲は、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。
２　前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、第26条第４項の規定による引渡しを受けた日から１年以内に行わなければならない。

（損害の負担）
第32条　業務の実施について生じた損害は、乙の負担とする。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。
２  乙は、業務の実施に当たり第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害の発生が甲の責めに帰すべき理由による場合は、この限りでない。
３　甲は、天災その他不可抗力によって生じた損害については、乙が善良なる管理者の注意義務を怠らなかったと認める場合は、損害額を認定しその一部を負担することがある。

（委託料等の支払）
第33条　乙は、第26条第１項の検査に合格したときは、委託料等を書面により甲に請求できるものとする。
２　甲は、前項の規定により乙の提出する適正な支払請求書を受理したときは、その日から30日以内に委託料等を乙に支払うものとする。

（契約内容の変更等）
第34条　甲は、必要があると認める場合は、乙と協議の上、この契約内容を変更し、又は業務を一時中止させることができる。この場合において、委託料又は委託期間を変更する必要があるときは、甲乙協議して書面によりこれを定める。

（甲の解除権）
第35条　甲は、次の各号の一に該当する事由が生じた場合は、この契約を解除することができる。
(1) 乙が委託期間内に契約を履行しないとき又は履行する見込みがないと甲が認めるとき。
(2) 乙が契約の締結又は履行にあたり不正な行為をしたとき。
(3) 乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えたとき。
(4) 乙が正当な理由がなく甲の検査の実施にあたりその職務の執行を妨害したとき。
(5) 乙について破産の申立てがあったとき。
(6) その役員等（乙が個人である場合にはその者を、乙が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは営業所の代表者をいう。以下この項において同じ。）が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下この項において「暴力団員」という。）であると認められるとき。
(7) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
  (8) その役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用したと認められるとき。
  (9) その役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
  (10)その役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有すると認められるとき。
 (11)前各号のほか、乙がこの契約に基づく義務を履行しないとき。
２　前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、委託料等の10分の１に相当する金額以上の額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
３  乙は第１項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対してその補償を請求することができないものとする。

（乙の解除権）
第36条　乙は、甲が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合は、契約を解除することができる。
２　前項の規定により契約が解除された場合においては、甲は、委託料等の10分の１に相当する金額以上の額を違約金として乙の指定する期間内に支払わなければならない。
３　乙は、第１項の規定により契約を解除した場合において、損害があるときは、その損害の賠償を甲に請求することができる。

（契約解除の場合における資料等の返還）
第37条　契約解除の場合における資料等の返還については、第27条の規定を準用する。

（契約解除の場合における記録媒体上の情報の消去等）
第38条　契約解除の場合における記録媒体上の情報の消去については、第28条の規定を準用する。

（契約解除の場合における損害賠償）
第39条　契約解除の場合における損害賠償については、第30条の規定を準用する。

（契約解除の場合における損害の負担）
第40条　契約解除の場合における損害の負担については、第32条の規定を準用する。


（費用の負担）
第41 条  この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

（協議及び紛争の解決）
第42条　この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については、新潟県財務規則（新潟県規則第10号）の定めるところによるほか、甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。
２　前項により解決しない甲乙間の紛争を解決するために訴訟の必要が生じた場合は、新潟地方裁判所を第１審専属的合意裁判所とする。

この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自１通を保
有する。

　　令和８年　　月　　日

　　　　　　　　　新潟県新潟市中央区新光町４番地１
　　　　　　　甲　新　潟　県
　　　　　　　　　代表者　新潟県知事　　　花　角  　英　世


○○県○○市○○町○－○－○
乙　○○○○○
○○○○○○　　○○○　○○○























別　記１
個人情報取扱特記事項

（基本的事項）
第１　乙は、個人情報（個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

（秘密の保持）
第２　乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。

（収集の制限）
第３　乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

（適正管理）
第４　乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（利用及び提供の制限）
第５　乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。

（複写又は複製の禁止）
第６　乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

(再委託の禁止）
第７　乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

（資料等の返還等）
第８　乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

（従事者の監督）
第９　乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。

（実地調査）
第10　甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。

（指示等）
第11　甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。

（事故報告）
第12　乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。


別　記２
情報セキュリティ関連業務特記事項

（基本的事項）
第１　乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、受託事業者が守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。

（情報資産の取扱い）
第２　乙は、情報資産（複製されたものを含む。以下同じ。）を他へ持ち出す場合には、甲の許可を受けなければならない。
第３　乙は、重要な情報を記録した媒体を廃棄する場合、情報を復元できないよう消去を行った上、甲の許可を受けなければならない。

（機器等の取扱い）
第４  乙は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用されること又は情報を閲覧されることのないようにしなければならない。

（従事者への啓発）
第５　乙は、この契約による業務に従事している者に対し、情報セキュリティ対策について啓発しなければならない。

（異常時の報告）
第６　乙は、情報資産に対する侵害又は侵害の恐れのある場合には、直ちに甲に報告しなければならない。
第７　乙は、ネットワーク又は情報システムの誤作動等の異常を発見した場合には、直ちに甲に報告しなければならない。

（再委託の禁止）
第８　乙は、この契約による業務を行うための情報資産の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

（ソフトウェアの無許可導入・更新・削除の禁止）
第９　情報システムで使用する端末等におけるソフトウェアの導入、更新又は削除は、甲の許可がなければ行ってはならない。

（機器構成の無許可変更の禁止）
第10　情報システムを構成する機器の増設又は交換は、甲の指示がある場合を除いて行ってはならない。

（ネットワークへの無許可接続の禁止）
第11　乙は、ネットワークへの機器の接続又はネットワークに接続している端末等の他ネットワークへの接続は、甲の指示がある場合を除いて行ってはならない。

（コンピュータウイルス対策）
第12　乙は、次の事項を遵守しなければならない。
　(1) 外部からファイルを取り入れる場合及び外部へファイルを提出する場合は、ウイルスチェックを行うこと。
　(2) 最新のウイルス情報を常に確認すること。

（法令遵守）
第13　乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次の法令等を遵守し、これに従わなければならない。
(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律（平成11年法律第128号）
(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)
(3) 個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）

（実地調査）
第14　甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり実施している情報セキュリティ対策の実施状況について随時実地に調査することができる。
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